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〇
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
第
二
号

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
百
三
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
カ
ジ
ノ

管
理
委
員
会
関
係
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
日

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
委
員
長

北
村

道
夫

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
関
係
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
関
係
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
規
則
（
令
和
三
年
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
七
章

［
略
］

第
一
章
～
第
七
章

［
同
上
］

第
八
章

雑
則
（
第
二
百
十
一
条
―
第
二
百
十
六
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
二
百
十
一
条
―
第
二
百
十
五
条
）

附
則

附
則

（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
）

（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
）

第
四
十
四
条

［
略
］

第
四
十
四
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
第
一
項
の
措
置
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
同
項

５

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
第
一
項
の
措
置
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
同
項

の
措
置
の
対
象
者
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
そ
の
状
況
に

の
措
置
の
対
象
者
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
そ
の
状
況
に

応
じ
て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
関
連
機
関
等
（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症

応
じ
て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
関
連
機
関
等
（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症

対
策
基
本
法
第
二
十
条
の
関
係
機
関
、
民
間
団
体
等
を
い
う
。
第
四
十
六
条

対
策
基
本
法
第
二
十
条
の
関
係
機
関
、
民
間
団
体
等
を
い
う
。
第
四
十
六
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
相
談
窓
口
の
連
絡
先
そ
の
他
の
入
場
者
の
適
切
な
判

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
相
談
窓
口
の
連
絡
先
そ
の
他
の
入
場
者
の
適
切
な
判

断
を
助
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

断
を
助
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
審
査
費
用
の
概
算
額
の
返
還
の
通
知
）

第
二
百
十
六
条

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
令
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
返
還

［
条
を
加
え
る
。
］

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
返
還
し
よ
う
と
す
る
額
及
び
当
該
額
に
つ
い
て

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
対
し
て
返
還
の
請
求
を
す
べ
き
旨
を
法
第
二
百
三
十

四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
算
額
を
納
付
し
た
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


